
 

 

 

※ 門真納税協会管内に本店がある法人は資本金基準と従業員基準のいずれか 

  上位の級別とします。 

※ その他の法人（支店・営業所・工場等）は従業員基準の級別とします。 

※ 年度途中でご入会の場合は、期末（３月）までの月割り会費とします。 

詳しくは窓口またはお電話でお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 法人会員 

等 級 
算定基準 会 費 

（年会費） 資本金 従業員数 

９ 級 ５００万円未満  ２０人未満 １３,２００円 

８ 級 ５００万円以上 ２０人以上 １９,２００円 

７ 級 １千万円以上 ５０人以上 ２４,０００円 

６ 級 ３千万円以上 ７０人以上 ３８,４００円 

５ 級 ５千万円以上 １００人以上 ６０,０００円 

４ 級 １億円以上 ３００人以上 ９６,０００円 

３ 級 １０億円以上 ５００人以上 １４４,０００円 

２ 級 ５０億円以上 １,０００人以上 １８０,０００円 

１ 級 １００億円以上 １,５００人以上 ２４０,０００円 

特 級 １５０億円以上 ２,０００人以上 ５１０,０００円 

● 個人会員 

等 級 
算定基準 会 費 

（年会費） 従業員数 

３ 級 １０人未満 ６,０００円 

２ 級 １０人以上 ９,６００円 

１ 級 ２０人以上 １２,０００円 

入会金：１００円 

会 費 基 準 表 


